
事業計画及び予算の概要
　平成 30 年２月 20 日に開催した第 154 回栃木県市町村職員共済組合組合会において、平成30年度の事業
計画及び予算が議決されましたので、その概要についてお知らせします。 

　短期経理は、組合員の掛金と地方公共団体の負担金を主な収入として、組合員とその被扶養者の皆様が医療機関等で受診さ
れたときの医療費や出産費等の各種給付金を支払う「短期給付」や、高齢者医療制度・介護保険制度等への納付金及び支援金
等の拠出などを行っています。
　短期経理の財政状況については、平成 29 年度は 2 億 8,023 万円の当期損失金が見込まれ、平成 29 年度末の短期積立金は
5 億 7,377 万円となる見込みです。
　平成 30 年度は、後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施等により、高齢者医療制度への支援金・納付金の負担が平成
29 年度に引き続き増加しており、短期積立金が大幅に減少することから、急激な負担の増加を抑えるため、短期給付財源率を
1.80/1000 引き上げ 92.6/1000とします。
　介護保険の財源については、平成 29 年度は 34 万円の当期損失金が見込まれ、平成 29 年度末の介護積立金は 388 万円とな
る見込みです。
　平成 30 年度は、介護納付金の算定方法に総報酬割が段階的に導入されている影響により、介護納付金が増加し、介護積立
金では賄うことができないため、介護保険財源率を 0.56/1000 引き上げ 13.56/1000とします。

 短期給付財源率及び介護保険財源率を引き上げます。

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金の割合

短期経理（短期給付事業）

　　　市 14 
　　　町 11
一部事務組合等 16
合　　　　　計 41

所属所数

組 合 員 数

任意継続組合員数

被 扶 養 者 数

平 均 標 準 報 酬
の 月 額

長　期
短　期

16,715 人

197 人

15,383 人

383,260 円
385,520 円

平成 30 年度の事業計画及び予算編成にあたり、基礎となった数値です。

■短期財源率及び介護財源率

◦短期財源率 ◦介護財源率

　大谷監事（前那須烏山市長）の退任に伴い、２月 20 日に開催した組合会にお
いて監事の補欠選挙を実施し、齋藤 淳一郎 議員（矢板市長）が選出されました
のでお知らせいたします。
　なお、任期は平成 30 年２月 20 日から平成 30 年 11 月 30 日までとなります。

監事の補欠選挙を実施しました

区分 掛金 負担金

一般組合員
市町村長組合員
特定消防組合員

46.30 46.30

長期組合員
市町村長長期組合員

1.72 1.72

任意継続組合員 92.60

区分 掛金 負担金

組合員（40 歳以上 64 歳未満） 6.78 6.78

任意継続組合員（40 歳以上 64 歳未満） 13.56

（単位：‰） （単位：‰）
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2　共済だより　2018 ／ 3


